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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脊椎並びに周りの組織及び構造体のうちの少なくとも１つと関連した痛みを和らげる移
植片（１４００）であって、前記移植片は、前記脊椎の棘突起相互間に位置決め可能であ
り、前記移植片は、
　本体（３０１）、前記本体から延びる伸延ガイド（１０６）、および第１のウイング（
１０８）を含む、第１のユニット（１０１）と、
　前記第１のユニットと選択的に連結可能な第２のウイング（１４５０）と、
　前記棘突起の周りに配置されるようになっていて、アンカ端部（３３２）及び前記アン
カ端部から延びる長尺部を備えた結合具（３３０）と
を有し、
　前記アンカ端部は前記第２のウイングに、前記第２のウイング上の第１の固定位置（１
４４１）で固定されており、
　捕獲装置（１４２０）が前記第２のウイングから延びており、前記捕獲装置が前記結合
具を前記結合具の前記長尺部に沿って、前記第２のウイングに、前記第２のウイングの第
２の固定位置で固定することができ、
　前記捕獲装置が前記結合具を固定するとき、前記第１の固定位置および前記第２の固定
位置は前記第２のウイングに沿って互いから間隔を空けれられており、
　前記捕獲装置は、前記第２のウイングから延びる第１の部分と、前記第１の部分と滑動
自在に結合された第２の部分と、締め具と、を有し、
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　前記結合具は、前記第２の部分が前記第２のウイングに向かって押圧されるように前記
締め具を調節することにより、前記第２のウイングと前記捕獲装置との間に固定される、
移植片。
【請求項２】
　棘突起間移植片（１４００）であって、
　第１のウイング（１０８）を有し、
　前記第１のウイングから延びていて、長手方向軸線（Ｌ）を備えた中央本体（３０１）
を有し、
　前記中央本体に被せて設けられたスペーサ（１０２）を有し、前記スペーサは、前記移
植片を前記棘突起相互間に位置決めするのを助けるために前記中央本体に対して位置決め
可能であるように前記中央本体の前記長手方向軸線回りに回転することができ、
　前記中央本体から延びる伸延ガイド（１０６）を有し、
　前記伸延ガイドに選択的に連結可能な第２のウイング（１４５０）を有し、前記第２の
ウイングは、前記第２のウイングから延びる捕獲装置（１４２０）を有し、
　前記棘突起の周りに配置されるようになった結合具（３３０）を有し、前記結合具は、
前記第２のウイングに、前記第２のウイングの第１の固定位置（１４４１）で固定される
アンカ端部（３３２）、及び前記第２のウイングの第２の固定位置で前記第２のウイング
に前記捕獲装置により固定されるべき、前記アンカ端部から延びる長尺部を有し、
　前記捕獲装置が前記結合具を固定するとき、前記第１の固定位置および前記第２の固定
位置は前記第２のウイングに沿って互いから間隔を空けれられており、
　前記捕獲装置は、前記第２のウイングから延びる第１の部分と、前記第１の部分と滑動
自在に結合された第２の部分と、締め具と、を有し、
　前記結合具は、前記第２の部分が前記第２のウイングに向かって押圧されるように前記
締め具を調節することにより、前記第２のウイングと前記捕獲装置との間に固定される、
移植片。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は次の同時係属出願の優先権を主張するものであり、これら出願はそれぞれの全体
が本件の一部を構成している：
１）　2004年9月23日出願のツヒェルマン（Zucherman）ほかによる「バインダーを含む棘
突起間移植片とその移植方法（Interspinous Process Implant Including a Binder and 
Method of Implantation）」という名称の米国特許仮出願第60/612,465号（弁護士事件番
号KLYC-01109US0）、
２）　2005年3月31日出願のツヒェルマンほかによる「バインダーを含む棘突起間移植片
とその移植方法（Interspinous Process Implant Including a Binder and Method of Im
plantation）」という名称の米国特許出願第11/095,680号（弁護士事件番号KLYC-01109US
1）、および
３）　2005年3月31日出願のツヒェルマンほかによる「バインダーを含む棘突起間移植片
とその移植方法（Interspinous Process Implant Including a Binder and Method of Im
plantation）」という名称の米国特許出願第11/095,440号（弁護士事件番号KLYC-01109US
2）。
【０００２】
　本発明は棘突起間移植片に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　現在人は加齢が進むにつれて、老人の特徴である脊椎不良が進行すると予測される。或
る種の生物化学的変化は加齢とともに起こり、組織に影響を及ぼしているのが肉体の全体
に見られるようになる。脊椎では、変性性の各種影響のせいで椎間板の線維輪の構造が脆
弱化すると、椎間板の構造は一部に障害を生じる。脊椎症（脊椎変形性関節炎とも呼ばれ
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る）は、正常な脊椎構造と脊椎機能の喪失の原因となり得る変性性疾患の一例である。変
性過程は脊椎の頸部領域、胸郭領域、および、腰部領域に衝撃を与え、椎間板と椎間小関
節に影響を及ぼす。変性性疾患に付随する痛みは、前屈および過度の伸展のいずれか一方
または両方に起因して生じることが多い。脊椎の胸郭領域の脊椎症は、湾屈時には椎間板
の痛みを生じ、過伸展時には椎間小関節の痛みを生じる。脊椎症は、体重の大半を支える
脊椎の腰部領域に影響を及ぼすことがあるが、運動が線維輪と椎間小関節群の痛覚線維を
刺激することがある。
【０００４】
　時間が経過すると、椎間板が高さを喪失した結果として、運動構造部の全ての成分の劣
化を伴う変性連鎖を生じ、その結果として運動構造部が易変し、最終的には脊髄狭窄症（
中央狭窄、管狭窄、側面狭窄などを含むが、これらに限定されない）を起こすことがある
。脊髄狭窄症の結果、神経孔領域が低減し（すなわち、神経や血管が通るのに利用できる
空間が低減し）、神経根を圧迫して根性痛を生じる。脊髄狭窄のまた別な症候はミエロパ
シーである。伸展と同側回転は、神経孔領域を更に低減し、痛み、神経根圧迫、および、
神経損傷の原因となる。劣化が過程では、椎間板はヘルニア症となり、かつ／または、内
部で裂けて、慢性的な痛みを伴う。各種症候が前（椎間板）構造と後（椎間小関節および
神経孔）構造の両方から広まっているように見える場合は、患者は伸展または湾屈の姿勢
に耐えることができない。
【０００５】
　変性性椎間板疾患に付随する痛みを扱う共通処置は、２個以上の互いに隣接し合う椎体
を一緒に融合させる装置を使用することである。この処置は、多数の呼び名で知られてお
り、そのうちの１つが椎体間融合である。椎体間融合は、当該技術で周知の多数の装置と
方法を利用することにより達成することができる。これには複数のネジ配置、中実骨移植
片方法論、および、融合装置などが含まれるが、融合装置としては、骨および／または骨
成長誘発物質が詰まったケージまたはそれ以外の機構が含まれる。上述の全てが、複数の
椎体を一緒に融合させて付随する痛みを緩和するために、互いに隣接し合う椎体間に移植
される。
【０００６】
　滑り係数およびそれ以外の因子の程度次第では、医師は椎骨を「現状のままで」融合し
てもよいし、または、椎骨を融合した上に補助装置を使用してもよい。補助装置は主要な
融合装置や融合方法には付随していることが多く、融合過程で支援を行う。互いに隣接し
合う椎体に由来する骨が、それら隣接し合う椎体を融合させるために主要融合装置により
一緒に成長する数ヶ月の間、補助装置が支援を行う。この期間の間、複数の椎体が互いに
関して不動のまま保持されて、十分な骨の成長が行えるようにするのが有利である。補助
装置には、フックとロッドの配置、ネジ配置、および、ストラップ、ワイヤ、および、バ
ンドなどを含む多数の上述以外の装置が含まれるが、これらは全て、脊椎の一部を別な部
分に関して不動にするために使われる。補助装置は一般に、主要な融合移植片を取り巻く
後半な処置に加えて、広範な外科手術処置を必要とする。このような広範な外科手術処置
は更なるリスクを含んでおり、例えば、移植中に脊椎神経に損傷を生じるといったリスク
がある。脊髄融合は全身麻酔の採用を必要とする高度に観血的な外科手術を含むことがあ
り、それ自体が更なるリスクを孕んでいる。リスクには、主要な融合装置を固定すること
または補助装置を固定することのいずれかにより引き起こされる脊柱の骨に対する感染、
および、甚大な外傷や損傷の可能性が更に含まれる。最後に、脊髄融合は、椎体間の相対
運動を完全に喪失する結果となる恐れがある。
【０００７】
　ハウランド（Howland）らに交付された米国特許第5,496,318号は、主要な融合装置を移
植する外科手術処置と併用することを目的とした脊髄の安定を得る補助装置を教示してい
る。ハウランドの318号特許は、２個の部材片がベルト、スチールケーブル、または、ポ
リテトラフルオロエチレンの網素材によって一緒に保持されたＨ字型スペーサーを教示し
ているが、これらベルト、ケーブル、または、網素材の一方端または両端はそれぞれの端
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部に取付け装置が固着的に接続されている。ハウランドの318号特許は、脊髄が外科手術
により矩形の切欠きを有するように矯正されて、好ましい位置に固定装置を設置するのが
好ましいことを教示している。ハウランドの318号特許は、ベルト、ケーブル、または、
網素材が移植前に寸法設定されねばならず、寸法設定時間を含む処置時間を増大させてい
る上に、ベルト、ケーブル、または、網素材の両端が取付け装置を有している場所への嵌
合い精度を低下させている（同様に、寸法増加もしている）という欠点も有している。
【０００８】
　ヴォイデヴィル（Voydeville）に交付された米国特許第5,609,634号は、互いに隣接し
合う棘突起間に設置された半可撓性の棘突起間ブロックと同一素材で作成された靭帯を供
えている補綴を教示している。医者は、靭帯を棘突起間ブロックの中に通してから棘突起
の周囲に数字の8を描かせ、棘突起間ブロックの中に通してから棘突起の周囲に楕円を描
かせ、更に、靭帯をそれ自体に縫合し、棘突起間ブロックを適所に固定させなければなら
ない。ヴォイデヴィルは棘突起に付随する組織を相当に変位させ、かつ／または、除去す
ることを必要とするが、その結果、潜在的に相当な外傷と損傷を生じることになるという
欠点を有している。ヴォイデヴィルは、医者が棘突起間靭帯を棘突起間ブロックの中に通
さなければならないというまた別な欠点を有している。このような処置は注意と時間を必
要とし、特に、興味の対象である領域を視認する医者の能力は、興味のある領域に血液が
横溢するために難儀となるからである。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第5,496,318号
【特許文献２】米国特許第5,609,634号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　互いに隣接し合う椎体の湾屈と伸展を制限する装置および処置が出来る限り簡単かつ容
易に実施することができるのであれば有利であるし、また、骨全部と、靭帯と、脊髄を含
み、脊髄を包囲しているそれ以外の組織を無傷のままにするのが好ましい（必ずしも必要
ではないが）。従って、観血を最小限に抑える処置および移植片と、主要融合装置および
融合法の補助または代用をすることができる装置、または、それ以外の固定装置および固
定方法とが必要となる。従って、脊髄狭窄症によって引き起こされる痛みや、脊髄に対す
る損傷により、または、脊髄の変性により引き起こされるそれ以外の上述の諸症状を緩和
する脊髄移植片を開発する必要が存在する。このような移植片は椎骨間の空隙を伸延し（
増大させ）、または、維持して、神経孔面積を増大させるとともに脊髄の神経や血管に加
わる圧力を減じ、更に、湾屈を制限または阻止して、脊椎症やそれ以外の上述の変性性の
諸症状を原因とする痛みを緩和する。
【００１１】
　脊髄の生理学的機能を保存する脊髄移植片の、観血を最小限に抑えた外科手術移植法を
開発する必要が更に存在する。脊髄の顕著な解剖学的構造に順応し、脊髄に対する外傷を
更に最小限に抑え、また、外科手術移植の観血法の必要を回避する移植片が、また更に必
要である。これに加えて、脊髄の伸展および湾屈によって激化される脊髄障害に対処する
必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の実施形態のこれ以上の詳細は、添付の図面の助けを得ながら、後段で説明して
ゆく。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１はツヒェルマン（Zucherman）ほかに交付された米国特許第6,695,842号およびツヒ
ェルマンほかに交付された米国特許第6,712,819号に記載されているような移植片の斜視
図であり、両特許とも引例に挙げることにより本件の一部を構成するものとする。移植片
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１００は主要本体部１０１を有している。主要本体部１０１はスペーサー１０２、第１ウ
イング部材１０８、引込組織拡張装置１０６（本件では「伸延ガイド」とも呼ぶ）、整列
トラック１０３を備えている。主要本体部１０１は互いに隣接し合う棘突起間に挿入され
る。主要本体部１０１は骨または靭帯に取り付けなくても、適所に残留する（そう所望さ
れる場合に限る）のが好ましい。
【００１４】
　伸延ガイド１０６は伸延ガイド１０６が張出す起点となる先端部を備えており、該先端
部は、先端部が棘突起間靭帯の開口部を刺通することができるようにするのに十分な、か
つ／または、小さな初期拡張開口部に挿入することができるようにするのに十分な程度に
小さい直径を有している。次いで、伸延ガイド１０６の直径および／または断面積は、主
要本体部１０１とスペーサー１０２の直径と実質的に同じになるまで、徐々に増大する。
先細り前端は医者が互いに隣接し合う棘突起間に移植片１００を押込むことが易々とでき
るようにする。互いに隣接し合う棘突起間に主要本体部１０１を押込むと、伸延ガイド１
０６の前端が互いに隣接し合う棘突起を伸延し、棘突起間の靭帯を拡張させて、互いに隣
接し合う棘突起間の空隙がスペーサー１０２の直径にほぼ等しくなるようにする。
【００１５】
　スペーサー１０２の形状は、棘突起間に挿入する目的で、スペーサー１０２を収容する
ために棘突起を変形させたり切取ったりする必要がないように設定されている。更に、付
随する靭帯は切取られる必要がなく、隣接する組織または周囲組織に対する損傷がほとん
ど無い、または、皆無となる。図１に例示されているように、スペーサー１０２は断面が
楕円形状であり、第１ウイング部材１０８から延びている中心本体部（本件では「シャフ
ト」とも呼ばれる）を中心として旋回することができ、スペーサー１０２が棘突起の凸凹
面に対して自己整列することができるようになっている。自己整列により、圧縮荷重が骨
の面を横断して分散させられる。ツヒェルマンらの842号特許で思量されているように、
スペーサー１０２は、例えば、直径が6ミリメートル、8ミリメートル、10ミリメートル、
12ミリメートル、14ミリメートル等にすることができる。このような直径を「高さ」と呼
び、スペーサーはこの距離だけ伸延して、棘突起を離隔した状態に保つ。楕円形状のスペ
ーサーについては、選択される高さ（すなわち、直径）は楕円を横断する僅少な寸法測定
値である。主要な寸法は、棘突起を上に重ねて整合させた列に対して横断する方向に延び
ている。
【００１６】
　第１ウイング部材１０８は下位部分１１３と上位部分１１２とを有している。図１に例
示されているように、上位部分１１２は、Ｌ４椎骨（Ｌ４からＬ５の設置位置について）
またはＬ５椎骨（Ｌ５からＳ１の設置位置について）の棘突起（および／またはその積層
群）の解剖学的形状または輪郭に適合するように成形されている。これと同じ形状、また
は、この形状の変形例を利用して、これ以外の運動構造部に適合させるようにしてもよい
。下位部分１１３も丸味付け加工されて、棘突起に適合する形状にすることができる。第
１ウイング部材１０８の下位部分１１３と上位部分１１２は、移植片が互いに隣接し合う
棘突起間に挿入されると、停止機構として作用する。移植片１００は第１ウイング部材１
０８の面を超えた位置まで挿入することはできない。これに加えて、移植片１００が挿入
されてしまうと、第１ウイング部材１０８は移植片１００が端から端への横運動、または
、前後運動するのを阻止することができる。第１ウイング部材１０８には、１個以上の整
列孔１０３と主要本体部の挿入器具（図示せず）であるピンを受容する１個以上のロック
ピン孔１０４とが更に設けられている。
【００１７】
　移植片１００は調節自在ウイング部材１５０（本件では「第１ウイング部材」とも呼ば
れる）を更に備えている。調節自在ウイング部材１５０は下位部分１５２と上位部分１５
３を有している。第１ウイング部材１０８と同様に、調節自在ウイング部材１５０は、棘
突起および／またはその積層群の解剖学的形状または輪郭に適合するように設計されてい
る。調節自在ウイング部材１５０は締め具１５４を使って主要本体部１０１に固定される
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。調節自在ウイング１５０はまた、整列タブ１５８を有している。調節自在ウイング部材
１５０が初期的に主要本体部１０１に設置されると、整列タブ１５８が整列トラック１０
３に嵌合する。整列タブ１５８は整列トラック１０３の内側を滑動し、調節自在ウイング
部材１５０を第１ウイング部材１０８と実質的に平行に維持するのに役立つ。主要本体部
１０１が患者に挿入され、かつ、調節自在ウイング部材１５０が装着されてしまうと、調
節自在ウイング部材１５０も端から端への横運動、または、前後運動を阻止することがで
きる。
【００１８】
　図２Ａは、腰領域の椎骨から延びている互いに隣接し合う棘突起間に移植片１００が設
置されているのを例示している。移植片１００は、上位椎骨に付随する下位関節突起１０
と下位椎骨に付随する上位関節突起１２の間に位置決めされている。上位棘靭帯６は上位
棘突起２と下位棘突起４を接続している。移植片１００は、上位棘靭帯６を剪断すること
なく、または、それ以外の態様で棘上靭帯を破壊的に阻害することなしに、設置すること
ができる。
【００１９】
　図２Ｂを参照すると、図２Ａの移植片１００のスペーサー１０２の断面が例示されてい
る。スペーサー１０２は互いに隣接し合う棘突起２と棘突起４の間に最小空隙を画定する
。伸張時に、スペーサー１０２は互いに隣接し合う棘突起２と棘突起４の間の相対運動を
制限または阻止し、棘突起２と棘突起４の間の空隙が潰れるのを制限または阻止する。こ
のような支援で、神経孔面積の低減と神経根の圧迫とを防止することにより、または、ヘ
ルニアに罹患した椎間板が悪化するのを回避することにより、もしくは、それ以外の諸症
状を緩和することにより、変性性疾患の諸症候を緩和することができる。しかしながら、
図２Ｃに例示されているように、移植片１００は湾屈ができるようになっており、これで
、或る変性性疾患では（例えば、脊髄狭窄症の場合など）、或る種の諸症候を緩和するこ
とができる。図示のように、湾曲中は、棘突起間靭帯８および／またはそれ以外の骨髄に
付随する組織および構造体によって適所に保持されている棘突起と棘突起の間をスペーサ
ー１０２浮動することができる。棘突起２と棘突起４の間を浮動することができることで
、湾屈ばかりか、各種程度の回転を行えるようにもなる。従って、ツヒェルマンらの842
号特許に記載されているような移植片は、主要な脊髄融合装置と補助的な脊髄融合装置と
比較した場合に、容認される運動の程度が大きいという利点を有している。
【００２０】
　例えば、患者が脊椎症またはそれ以外の、湾屈運動および伸展運動を苦痛に満ちた不快
なものにする変性性疾患を発症しているような或る状況では、棘突起を更に不動化しなが
ら、同時に、上述の移植片が設けられた場合と同じように易々と移植を行えるようにする
のが望ましいことばある。図３Ａを参照すると、本発明による移植片３００の実施形態が
例示されている。移植片３００は伸延ガイド３０６、スペーサー３０２、および、ブレー
ス３０８を備えている。図示のように、スペーサー３０２は、ブレース３０２から延びて
いる中心本体部３０１を中心として回転自在であるが、これ以外の実施形態では、スペー
サー３０２は適所に固定されていてもよい。バインダー３３０は、バインダー３３０の近
位端３３２の位置でブレース３０８と固定接続される。バインダー３３０は可撓性、また
は、半可撓性であり、互いに隣接し合う棘突起の周囲に設置されて、脊髄の湾屈中はバイ
ンダー３０８を棘突起に嵌合させることができるようになっている。互いに隣接し合う棘
突起の周囲に設置されてしまった後は、バインダー３３０がブレース３０８に固定されれ
ば、湾屈中の互いに隣接し合う棘突起の相対運動が所望に応じて制限または阻止されるよ
うにバインダー３３０の張力を設定することができる。
【００２１】
　図３Ａで分かるように、一実施形態では、ブレース３０８はスロット３４１を設けた第
１端を備えており、このスロットの中にバインダー３３０の近位端３３２を通してから縫
合し、結び目を作り、または、それ以外の方法で縛り付け、バインダー３３０の近位端３
３２がスロット３４１を通って引出されることが無いようにしている。これ以外の実施形
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態では（図示せず）、近位端３３２はループ状にされてもよいし、または、クラスプまた
はそれ以外の装置などのような接続部材を含んでいてもよいし、更に、接続部材に係合す
る締め具によりブレース３０８に固定されてもよい。当業者なら、バインダー３３０の近
位端３３２をブレース３０８と関与させて、バインダー３３０に張力を付与することがで
きるようにする無数の異なる方法が分かるだろうし、また、本発明による移植片が本件で
詳細に説明されている機構に限定されるものと解釈されるべきではないことも当業者なら
認識するだろう。
【００２２】
　ブレース３０８の脊髄沿いの高さはスペーサー３０２の高さよりも長く、そのため、ブ
レース３０８が棘突起の横面に接触すると、長軸線Ｌに沿った挿入の方向の運動はブレー
ス３０８によって制限または阻止されるようになっている。このようにして、ブレース３
０８は上述の移植片１００のウイング部材１０８と同様の機能を行うことができる。これ
以外の実施形態では、ブレース３０８の高さは、例示のものよりも長くてもよいし、また
は、短くてもよい。バインダー３３０が棘突起の周囲に設置されて固定されてしまうと、
棘突起に相対的な移植片３００の運動は、棘突起沿いの運動（すなわち、前後方向運動）
ばかりか長軸線沿いの方向にも、バインダー３３０によって制限される。
【００２３】
　バインダー３３０の自由端は、ブレース３０８に付随する捕獲装置３２０によってブレ
ース３０８に固定することができる。ブレース３０８はフランジ３１０を備えており、こ
のフランジから捕獲装置３２０が張出している。図３Ａに例示されている実施形態では、
捕獲装置３２０は、締め具３２２と１個以上の切欠き３２４が設けられている回転自在カ
ム３２１を備えている。器具をこの切欠き３２４と嵌合させて回転させることで、回転自
在カム３２１を旋回運動させることができるようになっている。カム３２１が回転させら
れると、カム３２１の偏心形状により、カム３２１とフランジ３１０が張出す起点となる
ブレース３３０の壁３１４との間の空隙が塞がる。バインダー３３０がカム３２１と壁３
３１４の間に設置されると、カム３２１の回転によりカム３２１と壁３１４の間にバイン
ダー３３０を挟むことができるようになり、バインダー３３０の固定された端部３３６を
定めることができる。任意で、締め具３２２はネジ込まれ（すなわち、回転させられ）、
締め具３２２が更に安定して載置され、カム３２１に対してきつく締め付けを行い、カム
３２１を適所に固定する。更に、任意で、壁３１４と回転自在カム３２１のうちの一方ま
たは両方に複数の瘤、または、何かそれ以外の肌理（例えば、ギザギザした歯）が設けら
れ、滑落（すなわち、カム３２１と壁３１４の間のバインダー３３０の滑り）を阻止する
ようにしてもよい。ブレース３０８はその第２端にチャネルまたはスロット（図示のよう
なスロット）などのようなガイド３１２を更に有しており、バインダー３３０を捕獲装置
３２０と整列させることができる。
【００２４】
　バインダー３３０にはストラップ、リボン、つなぎ紐、コード、または、何かそれ以外
の、可撓性（または、半可撓性）に富み、通すことができるのが好ましい構造体が含まれ
ていてもよい。バインダー３３０は生体適合性素材から作成される。一実施形態では、バ
インダー３３０は編組構成のポリエステル縫合糸素材から作成されていてもよい。編組構
成のポリエステル縫合糸素材には、例えば、エチボンド（Ethibond）、エチフレックス（
Ethiflex）、マーシレン（Mersilene）、および、ダクロン（Dacron）などが含まれてお
り、非吸収性で、引張り力が高く、組織反応性は低く、取扱性が向上している。これ以外
の実施形態では、バインダー３３０はステンレス鋼（すなわち、外科手術用スチール）か
ら作成されていてもよく、これは、例えば、編組加工によりつなぎ紐状にされてもよいし
、または、織り加工によりストラップ状にされてもよい。また別な実施形態では、バイン
ダー３３０は何か別な素材（または、複数素材の組合せ）であって、上記と同じような各
種特性を有しているものから作成されていてもよい。
【００２５】
　伸延ガイド３０６は、任意で、スロット、穿孔、切欠き、または、それ以外の、伸延ガ
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イド３０６に形成された空洞３０９を備えており、その中をバインダー３３０が通され、
または、設置される。このような空洞により、バインダー３３０の軸線上位置決め処理が
行えるようになる（すなわち、バインダーは実質的に移植片３００の長軸線Ｌと実質的に
整列状態にすることができる）。更に、スロットまたは穿孔の内側にバインダー３３０を
捕獲することで、バインダー３３０に対して伸延ガイド３０６の移動を阻止または制限し
、棘突起と棘突起の間に移植片３００を更に固定することができる。
【００２６】
　当業者には容易に明らかとなるのだが、本発明による移植片は、移植処置を簡略化する
とともに処置時間を短縮すると同時に、脊椎の湾屈と伸展を制限または阻止することがで
きる移植片を供与することにより、医者に相当な恩恵を施す。医者は、互いに隣接し合う
棘突起の間に移植片を設置することができ、また、棘突起の周囲にブレース３０８と接続
されたバインダー３３０を設置することができるが、移植前にバインダー３３０の適切な
長さを測定する必要がない。捕獲装置３２０によりバインダー３３０はバインダー３３０
の一部に沿ったどの位置であってもブレース３０８に固定することができるが、このバイ
ンダーの一部はバインダー３３０の遠位端３３４と近位端３３２の中間に位置する。医者
はバインダー３３０をブレース３０８に固定し、湾屈中に所望の範囲の棘突起の運動（運
動を所望されるのであれば）を達成することができる。
　捕獲装置３２０とブレース３０８には、図３Ａに例示されているものの代替例となる設
計がある。本発明の代替の実施形態による移植片４００の側面図が図３Ｂに例示されてお
り、移植片４００は捕獲装置４２０を備えており、この装置のカム４２１は１個以上の突
起部４２３を設けたリング４２６の内側でブレース４０８の壁４１４の１個以上の陥凹部
４１３に対応して設置される。バインダー３３０は捕獲装置４２０とブレース４０８の間
に設置される。バインダー３３０が所望に応じて設置されてしまうと、締め具４２２とカ
ム４２１は適切な器具を用いて回転させられ、その間、カム４２１はリング４２６の突起
部４２３を強制的にブレース４０８の陥凹部４１３と嵌合させ、リング４２６が位置を変
えるのを防止するとともに、バインダー３３０の固定端３３６を定める。締め具４２２を
回転させることで、カム４２１を回転させ、任意でカムをきつく締める。このような捕獲
装置４２０により、バインダー３３０が滑るのを阻止するのに加え、医者がブレース４０
８に適切に固定されているのを目で確認することができるようになる。
【００２７】
　図３Ｃおよび図３Ｄを参照すると、また別な実施形態では、移植片は、バネ装填機構が
設けられた捕獲装置を備えている。図３Ｃは捕獲装置５２０を設けた移植片５００を例示
しているが、捕獲装置の１個のバネ装填型カム５２１はフランジ３１０に旋回自在に接続
され、一方向に回転するように偏倚される。カム５１０の旋回点と壁３１４の間の距離は
、偏倚の方向にカム５２１を回転させることが壁３１４によって阻止される（または、ほ
ぼ阻止される）のに十分な程度の狭さである。カム５２１の偏心の程度は十分な大きさで
あるため、壁３１４とカム５２１の間の最大空隙が十分な広さとなり、カム５２１と壁３
１４の間にバインダー３３０を通すことができるようにする程である。医者は、バネ装填
型カム５２１のバネ力を克服することにより、カム５２１と壁５１４の間にバインダー３
３０を設置することができる。バインダー３３０が所望に応じて設置されてしまうと、医
者がしなければならないのは、バネ装填型カム５２０の偏倚力によりカム５２１を強制的
に壁３１４に押付けることで、カム５２１がバインダーをカム５２１と壁３１４の間に挟
んで固定することができるようにすることだけとなる。任意で、カム５２１と壁３１４の
うちの一方または両方には複数の瘤が設けられていて滑りを制限または阻止するようにし
てもよいし、またそうでなければ、滑りを制限または阻止するような肌理にされてもよい
。更に、壁３１４には、任意で、カム５２１を受容する陥凹部（図示せず）が設けられて
、バインダー３３０が可能部の内側に挟まれることで（図３Ｂの突起部と陥凹部の構成に
類似している）、更に滑りを制限することができる。
【００２８】
　図３Ｄは、移植片６００が二重バネ装填型カム６２１を設けた捕獲装置６２０を備えて
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おり、二重バネ装填方カム６２１がフランジ３１０と旋回自在に接続されているのを例示
している。二重バネ装填型カム６２１は互いに反対に偏倚されることで、ボートにロープ
線を固定するために広く使用されているカム転び止めと同じで、カム６２１は互いに当接
し合うようになっている。外科手術中は、バインダー３３０は互いに隣接し合う棘突起の
周囲に緩く設置され、カム６２１とカム６２１の間に通される。カム６２１を通るバイン
ダー３３０を引張ることにより、所望に応じて、バインダー３３０に張力を付与すること
ができる。カム６２１を通して引張られるバインダー３３０の力が偏倚力に打ち勝ち、バ
インダー３３０がきつく締められるようにする一方で、カム６２１とカム６２１が一緒に
旋回している時に、バインダー３３０から手を放すことで、バインダー３３０の固定端３
３６を定めることができる。上述のように、カム６２１の一方または両方に瘤が設けられ
て滑りを制限または阻止するようにしてもよいし、またそうでなければ、滑りを制限また
は阻止するような肌理にされてもよい。
【００２９】
　移植片の実施形態が、或るレベルの特異性と併せて図３Ａから図３Ｄに記載されていた
が、本発明による移植片は、かかる実施形態に限定されるものと解釈されるべきではない
。バインダーの固定端を定めることにより、バインダーをブレースに固定するのに異なる
捕獲装置を何個使用してもよく、そのような捕獲装置は、上述のようなカムを備えている
捕獲装置に限定されるものと解釈されるべきではない。捕獲装置は、一般的な寸法または
推定寸法のバインダーを医者が互いに隣接し合う棘突起の周囲に適合させる際に、所望レ
ベルの精度の張力を使って遂行できる装置でありさえすればよい。
【００３０】
　図４Ａおよび図４Ｂは、腰領域の椎骨から延びている互いに隣接し合う棘突起の間に図
３Ａの移植片が設置されているのを例示した両側から見た端面図である。互いに隣接し合
う棘突起の間の空隙の輪郭は患者によって異なるし、また、運動構造部ごとに異なる場合
がある。回転自在スペーサー３０２が回転することで空隙の形状に最も適合させ、移植片
３００を棘突起に沿って所望に応じて位置決めすることができるようにしている。例えば
、できる限り椎体に近接させてスペーサー３０２を設置することで支持を向上させるのが
望ましいことがある。移植片３００が所望に応じて設置されてしまうと、バインダー３３
０は、標的運動構造部の上または下に位置する運動構造部（すなわち、互いに隣接し合う
１対の椎骨とこれらに付随する構造体および組織）に関与する棘突起間靭帯の中を通され
、バインダー３３０は上位棘突起２と下位棘突起４の周囲に配置される。バインダー３３
０は、次に、ブレース３０８のスロット３１２の中を通されて、捕獲装置３２０とブレー
ス壁３１４の間に設置される。棘突起２と棘突起４の間に移植片３００を挿入するために
形成された切開部の中に、第１器具（図示せず）が挿入される。図示されてはいないが、
スペーサー３０２は、図１のスペーサー１０２の切欠き１９０に類似している切欠きを備
えており、また、ブレース３０８は、図１の第１ウイング部材１０８の陥凹部１０３、１
０４に類似している陥凹部を備えており、このような陥凹部は第１器具と嵌合状態になっ
て、挿入中の移植片３００を把持したり解放したりすることができる。（引例に挙げるこ
とで本件の一部を構成している米国特許第6,712,819号を参照のこと。）これに代わる例
として、移植片３００を把持したり解放したりする何か別な技術が採用されてもよい。所
望されたとおりに移植片３００が設置されてバインダー３３０が配置されてしまうと、歯
と歯の間が離隔した二股器具などのような第２器具（図示せず）が捕獲装置３２０のカム
３２１と嵌合してカム３２１を回転させることにより、バインダー３３０をブレース３０
８に固定さあせるようにしてもよい。所望されるならば、６角レンチで閉め具３２２をき
つく締めることができる。これに代わる例として、先に引例に挙げた特許に描かれている
ように、１個の器具を使って、移植片３００の挿入機能とカム３２１の回転機能の両方を
実施するようにしてもよい。任意で、バインダー３３０は短く刈り込まれて、バインダー
３３０の遠位端３３４がブレース３０８から望ましくないほど離れた位置まで延びること
がないようにしてもよい。図示のように、スペーサー３０２は伸延ガイド３０６およびブ
レース３０８に相対的に回転させられる。スペーサー３０２が伸延ガイド３０６およびブ
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レース３０８と相対的に回転することができるせいで、バインダー３３０を上位棘突起２
と下位棘突起４の周囲に配置してもバインダー３３０が捩れることがないように、ブレー
ス３０８を設置することができる。バインダー３３０は下位棘突起４の周囲に設置され、
伸延ガイド３０６のスロット３０９の内側に少なくとも一部が通され、または、位置決め
され、更に、上位棘突起２の周囲に設置され、上述のように、バインダー３３０をブレー
ス３０８に固定することができるようにする。
【００３１】
　本発明による移植片により、医者は標的運動構造部における湾屈と伸展を制限または阻
止することができるようになると同時に、移植処置の観血性を最小限に止めることができ
るようになる（先行技術の移植処置と比較して）。しかしながら、このような移植片はま
た、もっと高価な移植処置が望まれる場合にも利用することができる。例えば、図４Ｃに
例示されているように、互いに隣接し合う棘突起２と棘突起４が外科手術により矯正され
てバインダー３３０を受容するようになることにより、バインダー３３０が棘突起２、４
に関して移動または滑動することがないことを確実にするのが望ましいことがある。バイ
ンダー３３０は、互いに隣接し合う運動構造部の棘突起間靭帯の中ではなく、それぞれの
棘突起２、４の中に直接通される。ストラップではなくコードまたはつなぎ紐がバインダ
ー３３０として使用される場合は、棘突起２、４から除去される骨の量を減らすことがで
きる。このような応用例が本発明の移植片および移植方法の思量範囲に入るが、この応用
例は、骨の矯正のせいで、上述のような移植片を使用した場合に達成される十分な利点を
実現することはできない。
【００３２】
　本発明による移植片７００のまた別な実施形態が図５の端面図に例示されている。この
ような実施形態では、バインダー４３０は、上位棘突起２と下位棘突起４のうちの一方の
周囲に配置するためのストラップとして形成された第１部分４３１を備えており、この部
分はコードとして形成された第２部分４３３に向けて先細りになっている。伸延ガイド４
０６には、第２部分４３３を受容する穿孔４０９、または、それ以外の空洞が設けられて
いてもよい。図６Ａでよく分かるように、バインダー４３０が伸延ガイド４０６の中に通
されると、例えば、バインダー４３０をパッド４３６の一部の中に滑動自在に通すことに
より、生体適合性素材のパッド４３６をバインダー４３０に結合させることができるが、
パッド４３６はバインダー４３０と棘突起２の間に配置されて、バインダー４３０に付与
される荷重が棘突起２の面の一部を横断して分散されるようにすることができる。図６Ｂ
を参照すると、バインダー４３０が互いに隣接し合う棘突起２と棘突起４に対して所望に
応じて配置されてしまうと、バインダー４３０はブレース７０８によって固定される。図
示のようなブレース７０８は、本発明の移植片と併用するためのブレースのまた別な実施
形態である。このような実施形態では、ブレース７０８はクリップを設けた捕獲装置７２
０を備えており、クリップは第１孔が中を貫通しているバネ装填型ボタン７２１とボタン
７２１が中に配置されているシェル７２３とから構成されており、シェル７２３には第２
孔が設けられている。医者がボタン７２１を押すと、第１孔と第２孔が整合する。バイン
ダー４３０はこれらの孔の中に通されてから、ボタン７２１を放すと、バネによって第１
孔と第２孔の不整合となるように強制されて、バインダー４３０を挟むとともに、バイン
ダー４３０の固定端が定まる。
【００３３】
　図６Ｃは、本発明による移植片８００のまた別な実施形態の端面図である。このような
実施形態では、バインダー５３０はコードを備えていてもよい。上位パッド５３６と下位
パッド５３７はバインダー５３０に滑動自在に結合されることで、バインダー５３０に付
与される荷重が上位棘突起２と下位棘突起４の一部を横断して分散される。図から分かる
ように、このような実施形態は、先に記載された各種部レースとは実質的に異なる形状の
ブレース８０８を備えていてもよい。図６Ｃのブレース８０８は、幾分、本発明の移植片
と併用するためのブレースおよび捕獲装置が無数の互いに異なる形状、メカニズム、およ
び、構成を含んでいてもよいこと、および、本発明がこのような変形例を全部含むことを
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意図していることを当業者に印象づけるように例示されている点に注目するべきである。
図示のように、ブレース８０８の影響が後まで残るのを低減するには、ブレース８０８の
壁８１４を成形することで上端部で先細り状にしてガイド８１２を形成してバインダー５
３０を整列させ、下端部で先細り状にして小穴を形成することでバインダー５３０の近位
端５３２を捕獲することで実施される。ブレース８０８の高さは小穴８４１からガイド８
１２まであり、挿入方向への移植片の移動はブレース８０８によって阻止または制限され
る。
【００３４】
　バインダーを使用して湾屈を制限または阻止することで、長軸線Ｌ（図３Ａに例示され
ている）に沿った運動を制限するというまた別な利点を供与することができる。しかしな
がら、本発明による移植片は、任意で、挿入と反対方向への移動を制限または阻止するた
めの第２ウイング部材を更に備えていてもよい。このような構造を設けることで、例えば
、バインダーが伸延ガイドのスロットから外へ滑り出した場合、または、バインダーが固
定されなくなった場合でも、移植片が適所に留まっていることを確実にすることができる
。
【００３５】
　図７Ａを参照すると、一実施形態による移植片は、その第２ウイング部材４５０が締め
具４５４によって移植片９００の伸延ガイド４０６と接続される。第２ウイング部材４５
０は、図１を参照しながら先に記載された第２ウイング部材１５０に類似している。第２
ウイング部材４５０は、第２ウイング部材４５０の位置を移植片９００の長軸線Ｌに沿っ
て調節することができるようにする整列タブ４５８と、第２ウイング部材４５０を長軸線
Ｌに沿った所望の位置に移植片９００を固定させる締め具４５４（例えば、６角ヘッドボ
ルトなど）とを備えていてもよい。伸延ガイド４０６は、整列タブ４５８に対応する整列
溝（図示せず）を備えていてもよい。整列タブ４５８は整列溝の内側に嵌合し、かつ、整
列溝に沿って移動可能であるため、第２ウイング部材４５０の接触面４５５を所望どおり
に配置することができるようになっている。図示のように、第２ウイング部材４５０の実
質的に平坦な接触面の配置は、第２ウイング部材４５０の接触面４５５が長軸線Ｌに直交
するように設定される。しかしながら、また別な実施形態では、接触面４５５は平坦であ
る必要はなく、また、上位棘突起および下位棘突起の接触面と大雑把に一致するような形
状および配向になっていてもよい。同様に、バインダー３０８の接触面３１５は、上位棘
突起および下位棘突起の接触面と大雑把に一致するような形状および配向になっていても
よい。図示のように、第２ウイング部材４５０の上位部分４５３と下位部分４５２は、図
１の第２ウイング部材の上位部分１５３および下位部分１５２と同じように伸延ガイド４
０６から延びている訳ではない。このように、第２ウイング部材４５０の脊椎沿いの高さ
Ｈは図１の第２ウイング部材１５０の高さよりも短い。ウイング部材４５０を設けること
により利点が得られることが観察されているが、ウイング部材４５０は図１に例示されて
いるのと同程度に伸延ガイド４０６から延びている訳ではない（すなわち、ウイング部材
４５０はスペース部材３０２の高さより上の位置、かつ／または、その高さより下の位置
まで延びている複数の「結節」を備えている）。このようなウイング部材４５０はまた、
本件では「翼端部材」と呼ばれる。脊椎沿いの全長が図１の高さよりも低い第２ウイング
部材４５０を設けることで、バインダー３３０の配置に干渉することなく（または、バイ
ンダーの配置によって干渉されることなく）、長軸線沿いの移動を制限することができる
。
【００３６】
　また別な実施形態では、本発明による移植片は、伸延ガイドから拡張可能な第２ウイン
グ部材（または、上位部分および／または下位部分）を備えていてもよい。このように、
移植片と、移植片の長軸線沿いの移動を制限または阻止する装置とは、単一部材片として
設けられてもよく、移植を簡略化することができる。図７Ｂおよび図７Ｃを参照すると、
本発明による移植片１０００は伸延部材５０６を備えており、伸延ガイドの選択的に拡張
可能な上位部分５５３と下位部分５５２が伸延ガイド５０６の空洞の内側に配置されてい
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る。上位部分５５３と下位部分５５２は、ナット、ノブ、または、それ以外の、ギア５５
６に作動可能に付随してギア５５６を回転させるようになっているメカニズムによって拡
張される。ギア５５６の歯は上位部分５５３および下位部分５５２の歯と噛合し、上位部
分５５３と下位部分５５２が十分に張出すことで、上位部分５５３と下位部分５５２が移
植片１０００の挿入と反対方向の運動を阻止する翼端部材を形成する（図７Ｃに図示され
ている）。ギア５５６を反対方向に回転させることで、上位部分５５３と下位部分５５２
を後退させることができる。
【００３７】
　代替の実施形態では、本発明による移植片１１００は、図７Ｄおよび図７Ｅに例示され
ているような、バネ装填型上位部分６５３および／または下位部分６５２を備えていても
よい。このような実施形態では、上位部分６５３および下位部分６５２はヒレ型をしてお
り、傾斜する前面６５５、６５４が設けられているとともに、図７Ｄに例示されているよ
うに、拡張位置へとバネ偏倚される。移植片１１００が互いに隣接し合う棘突起の間に設
置されると、棘突起および／またはそれらに関連する組織が上位部分６５３と下位部分６
５２のそれぞれの前面６５５、６５４に接触し、上位部分６５３と下位部分６５２を蝶番
点６５７、６５６を中心として旋回させ、図７Ｅに例示されているように、折畳んで伸延
ガイド６０６の内部に配置されている空洞の中に入れる。移植片１１００が障害を越えて
しまうと、上位部分６５３と下位部分６５２は再度拡張して伸延ガイド６５０から外に張
出す。上位部分６５３と下位部分６５２が拡張状態になると、スロットとピンの機構６６
０、６６１またはそれ以外の機構が上位部分６５３と下位部分６５２を適所にロックして
、偏倚する方向に過度に拡張することができないようにしてしまう。拡張した上位部分６
５３と下位部分６５２は移植片１１００の挿入と反対方向への移動を制限または阻止する
。
【００３８】
　また別な実施形態では、本発明による移植片は、任意で、移植片の長軸線に沿った運動
を制限または阻止する、何かまた別な機構を採用するようにしてもよい。図７Ａから図７
Ｅに図示および説明されているような機構は、このような移植片と併用するための見込み
のある機構の具体例として提示されているにすぎず、これらに限定するという意図は無い
。
【００３９】
　図８は、本発明による移植片のまた別な実施形態のブレース７０８が移植片１２００の
長軸線Ｌに対して棘突起に沿って或る角度をなして配置されているのを例示した階層図で
ある。ブレース７０８は、互いに隣接し合う棘突起の一般的形状に大雑把に一致するよう
な角度に配置されている。このような一般的形状は頸部領域や胸郭領域などの椎骨から延
びている棘突起に広く見られる。移植片１２００の第２ウイング部材７５２は、互いに隣
接し合う棘突起の一般的形状に大雑把に一致する或る角度で伸延ガイドから延びている。
複数の同じ移植片１２００が互いに重なり合う状態で例示されている。下位移植片１２０
０はそのバインダー３３０が互いに隣接し合う棘突起（上位棘突起のみが図示されている
）の周囲に配置されているとともに、伸延ガイド７０６のスロット３０９の中に設置され
ている。バインダー３３０には、バインダー３３０をブレース７０８に固定するための捕
獲装置３２０と、ブレース７０８に設けられたガイド７１２によって形成されてバインダ
ー３３０を捕獲装置３２０と整列させるためのチャネルとが設けられている。先に例示さ
れた実施形態とは異なり、ブレースの壁には、回転自在なスペーサー３０２の回転に適合
する陥凹部７１７が設けられている。これに代わる例として、移植片は固定されたスペー
サーを備えていてもよく、例えば、ブレース７０８および伸延ガイド７０６と一体形成さ
れたものでもよい。
【００４０】
　図９Ａおよび図９Ｂは、本発明による移植片のまた別な実施形態の斜視図であり、図９
Ｃはその側面図である。移植片１３００は伸延ガイド８０６、回転自在スペーサー３０２
、および、ブレース９０８を備えている。上述のように、バインダー３３０はその近位端
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３３２の位置でブレース９０８と固定接続されていてもよい。互いに隣接し合う棘突起の
周囲に設置されてしまうと、バインダー３３０がブレース９０８に固定されると、湾屈中
の互いに隣接し合う棘突起の相対運動が所望されるとおりに制限または阻止されるように
バインダー３３０の張力を設定することができる。
【００４１】
　図９Ａで分かるように、ブレース９０８の第１端には小穴９４１が設けられており、こ
の穴の中にバインダー３３０の近位端３３２を通してから縫合して結び目を作り、または
、それ以外の方法で縛りつけ、或いは、これに代わる例として、小穴９４１を通してルー
プ状にしてからバインダー自らに固定し（例えば、クラスプを使って）、バインダー３３
０の近位端３３２が小穴９４１の中から引出すことができないようにしてもよい。バイン
ダー３３０の近位端３３２をブレース９０８と結合させることでバインダー３３０に張力
を付与することができるようにする多数の異なる方法があることを、当業者なら認識する
だろう。先の実施形態にあるように、ブレース９０８に付随している捕獲装置８２０によ
って、バインダー３３０の自由端をブレース９０８に固定するようにしてもよい。図９Ａ
から図１１の捕獲装置８２０は、ブレース壁９１４に沿って概ね中心に設置されるのでは
なく、小穴９４１とは反対側の、ブレース９０８の第２端に配置されている。ブレース９
０８には、任意で、例えば、引例に挙げることにより本件の一部を構成しているツヒェル
マンほかに交付された米国特許第6,712,819号に記載されているような挿入器具（図示せ
ず）のロックピンと係合させることができるロックピン穴９１５が設けられていてもよい
。更に、ツヒェルマンらの819号特許に記載されている移植片と同様に、ブレース壁９１
４は、任意で、上記のような挿入器具の整列ピンを受容するようにされた１個以上の穴９
１６（図１１に例示）を有していてもよく、また、スペーサー４０２は上記のような挿入
器具のスペーサー係合ピンを受容するようにされたスペーサー係合穴４０３を有していて
もよい。スペーサー係合ピンがスペーサー係合穴４０３に嵌合すると、スペーサー４０２
の回転は制限または阻止される。スペーサー係合ピンがスペーサー係合穴４０３から解放
されてしまうと、スペーサー４０２は、スペーサー係合ピンから干渉されずに、中心本体
部９１７の周囲を回転および／または旋回することができる。このような構成により、移
植片１３００の設置に対して医者は更に制御を行えるようになるが、また別な実施形態で
は、スペーサー４０２に係合穴４０３を設ける必要はない。部レース９０８の第２端に捕
獲装置８２０を配置することで、ツヒェルマンらの819号特許に記載されているような構
成または何かそれ以外の構成を有している挿入器具は移植片１３００に解放自在に係合す
ることができるようになり、捕獲装置８２０から干渉されずに移植を支援することができ
るようになる。
【００４２】
　移植片１３００の伸延ガイド８０６は、上述のように楔形であってもよいし、または、
図９Ａから図９Ｃに例示されているように、概ね円錐状であってもよく、更に、伸延ガイ
ド８０６の中に配置されて、移植中にはバインダー３３０を受容するようにされたスロッ
ト８０９が設けられていてもよい。また上述のように、回転自在スペーサー４０２は断面
が楕円形でもよいし、または、それ以外の形状であってもよく、標的となる互いに隣接し
合う棘突起の間の空隙の輪郭に大雑把に一致するように、伸延ガイド８０６に対して回転
運動を行えるようにしてもよい。
【００４３】
　捕獲装置８２０は断面図が図１０Ａおよび図１０Ｂに例示されている。捕獲装置８２０
は、例えば、調節自在な締め具８２２（図示のように、調節自在な締め具は６角ネジであ
る）によって互いに滑動自在に結合された２個の部材片を備えている。捕獲装置の固定さ
れた部材片８２１がブレース壁９１４から張出している。固定された部材片８２１には斜
角面８２３が設けられており、この面は流入斜路として機能する。捕獲装置の滑動自在な
部材片８２７は固定された部材片８２１と滑動自在に結合され、同様に、斜角面８２９が
固定された部材片８２１の斜角面８２３に対向して位置決めされている。図示のように、
滑動自在な部材片８２７は調節自在な締め具８２２により固定された部材片８２１と結合
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される。締め具８２２は固定された部材片８２１のスロット８９０と滑動自在な部材片８
２７のスロット８９２の内側に設置され、ネジを切ったシャフト８８０、ヘッド８８２、
および、ナット８８４が設けられている。締め具８２２のヘッド８８２は固定された部材
片８２１の前面８９４に係合し、ナット８８４はネジを切ったシャフト８８０の上にネジ
嵌めされて、ナット８８４が滑動自在な部材片８２７の後面８９６に係合することができ
るようにしている。滑動自在な部材片８２７は、ナット８８４が後面８９６に係合するこ
とと、ヘッド８８２が前面８９４に係合することの両方が実施されて一方向へそれ以上移
動するのが阻止されるまで、固定された部材片８２１の斜角面に沿って自由に滑動する。
滑動自在な部材片８２７が斜角面８２３に沿って滑動すると、前面８９４と後面８９６の
間の距離は増大または低減し、滑動自在な部材片８２７の捕獲装置８９８とブレース壁９
１４の間の距離も同様に増大または低減する。滑動自在な部材片８２７が移動することの
できる最大距離は、ナット８８４とヘッド８８２の間の距離によって定まる。ナット８８
４を回転させることにより医者はこの最大距離を調節し、ナット８８４がネジを切ったシ
ャフト８８０に沿ってヘッド８８２に近接する方向またはヘッドから遠ざかる方向に移動
させ、捕獲面８９８をブレース壁９１４に向けて付勢することができる。従って、移植片
１３００が棘突起と棘突起の間に設置されると、バインダー３３０の自由端を捕獲面８９
８とブレース壁９１４の間に通すことができるように、医者は最大距離を定める。図１０
Ｂに例示されているように、医者は締め具８２２を調節して、後面８９６と前面８９４を
一緒に付勢し、最大距離を低減させるとともに捕獲面８９８とブレース壁９１４の間の距
離が低減させることにより、捕獲面８９８とブレース壁９１４の間にバインダー３３０を
挟み、バインダー３３０の固定端を定めることができる。或る実施形態では、捕獲面８９
８とブレース壁９１４のうちの一方または両方に、バインダー３３０が増大する張力に晒
された場合に（例えば、湾屈中に）、バインダー３３０がそれ以上滑動するのを阻止する
ような肌理を設けてもよい。
【００４４】
　滑動自在な部材片８２７は、任意で、滑動自在な部材片８２７から延びているガイド９
１２を更に備えており、ガイド９１２がブレース９０８の一部に重畳するようにしてもよ
い。ガイド９１２は、例えば、捕獲面８９８とブレース壁９１４の間の最大距離に大雑把
に一致する距離だけ延びて、捕獲面８９８とブレース壁９１４の間にバインダー３３０が
捕獲されるのを確実にするのを補佐ようにしてもよい。また別な実施形態では、図９Ａか
ら図１０Ｂの捕獲装置８２０には何か別な形状または構成が設けられて、尚且つ、本発明
の思量されている範囲に入るようにしてもよい。例えば、締め具にはナットが設けられて
いる必要はない。図１０Ｃおよび図１０Ｄに例示されている実施形態では、締め具９２２
はスリーブ９８４に付随するネジを切ったシャフト９８０が設けられていてもよい。ネジ
を切ったシャフト９８０とスリーブ９８４のうちの一方が回転させられると、ネジを切っ
たシャフト９８４のヘッド９８２とスリーブ９８４のヘッド９８５の間の距離は低減また
は増大する。また別な実施形態では、締め具にはネジを切ったシャフトを設ける必要はな
く、むしろ平滑なシャフトが設けられて、そのシャフトに属する保持クリップがシャフト
に摩擦結合するようにしてもよい。捕獲面８９８とブレース壁９１４の間の空隙を選択的
に閉じるために採用することのできる無数の異なる装置があることが、当業者なら分かる
であろう。
【００４５】
　図１１は、図９Ａから図１０Ｄの移植片１３００が互いに隣接し合う棘突起の間に設置
されているのを例示した端面図である。図示のように、バインダー５３０はコードである
が、また別な実施形態では、何か別な幾何学的形状を有していてもよい。先の実施形態に
言及しながら既に説明したように、バインダーとしてコードやつなぎ紐などが使用されて
いる場合には、パッド５３６は棘突起の接触面に沿って配置され、バインダー５３０の張
力によって接触面に付与される荷重がバインダーよりも広い接触面の一部を横断して分散
されるようにすることで、この部分に加えられる応力を低減するようにしている。捕獲装
置８２０は、滑動自在な部材片８２７が固定された部材片８２１に対して後方に置かれる
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ような配置にされる。実質的に後からの接近方法を採用することで、医者は締め具８２２
に接近することができる。
【００４６】
　本発明の図９Ａから図１１に見られる上述のような実施形態による移植片１３００を外
科手術により移植する方法が図１２にブロック図として例示されている。この方法は、標
的運動構造部に切開部を設ける工程と、切開部を広げて標的運動構造部に接近する工程を
含んでいる（ステップ１００）。次に、標的となる互いに隣接し合う棘突起と棘突起の間
の棘突起間靭帯が、伸延ガイド１０６を用いて棘突起間靭帯を刺通すことにより、または
、変位させることにより（ステップ１０２）、更に、互いに隣接し合う棘突起の間に移植
片１３００を押込むことにより（ステップ１０４）伸延させられる。棘突起間靭帯が変位
されると、スペーサー３０２が棘突起と棘突起の間に設置され、スペーサー３０２が回転
することにより棘突起の間で好ましい位置を取ることができるようにする（ステップ１０
６）。移植片１３００が設置されてしまうと、バインダー３３０は互いに隣接し合う運動
構造部の棘突起間靭帯の間に通され、標的となる互いに隣接し合う棘突起がバインダー３
３０によって形成されたループの内側に配置される（ステップ１０８）。次に、医者は捕
獲装置８２０の捕獲面８９８とブレース壁９１４の間にバインダー３３０を通すことがで
きる（ステップ１１０）。バインダー３３０に所望の張力が付与されてしまうと（ステッ
プ１１２）、医者は捕獲装置８２０の締め具８２２を調節して、バインダー３３０が捕獲
面８９８とブレース壁９１４の間に固定されるようにする（ステップ１１４）。この後で
、切開部を閉じることができる（ステップ１１６）。
【００４７】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、本発明による移植片１４００のまた別な実施形態の斜視図
である。このような実施形態では、移植片１４００は、図１を参照しながら先に説明した
主要本体部１０１に類似する主要本体部１０１を備えている。上述のように、主要本体部
１０１（本件では「第１ユニット」と呼ばれる）はスペーサー１０２、第１ウイング部材
１０８、伸延ガイド１０６、および、整列トラック１０３を備えている。主要本体部１０
１は互いに隣接し合う棘突起間に挿入される。主要本体部１０１は、骨または靭帯に接触
すること無く、適所に残留する（そうするのが望ましい場合は）のが好ましい。
【００４８】
　整列トラック１０３には締め具を受容するためのネジを切った穴が設けられている。整
列トラック１０３にはネジを切った穴を設ける必要は無く、むしろこれに代わる例として
、また別な部材片を固定接続するための、何か別な機構が設けられていてもよい（例えば
、長軸線沿いの移植片の移動を制限または阻止するための第２ウイング部材など）。例え
ば、代替の実施形態では、整列トラック１４０３にはフランジが設けられており、図１５
に例示されているように、第２ウイング部材１４５０を滑動自在に受容することができる
。
【００４９】
　図１３Ａおよび図１３Ｂに更に例示されているように、移植片１４００の第２ウイング
部材は移植片１４００に着脱自在に接続することができる。第２ウイング部材１４５０の
整列タブ１４５８は主要本体部１０１の整列トラック１０３の中に受容されるようになっ
ており、整列タブ１４５８は任意で締め具を受容するためのスロットが設けられて、整列
タブ１４５８が締め具と整列トラック１０３の間に配置されるようになっている。代替の
実施形態では、整列タブ１４５８にはスロットが設けられている必要は無く、むしろ、主
要本体部１０１と嵌合する、何かそれ以外の機構が設けられていてもよい。
【００５０】
　第２ウイング部材１４５０はスロット（または、小穴）１４４１が設けられた第１端を
有しており、このスロットの中にバインダー３３０の近位端（本件では「固定された端部
」とも呼ばれる）を通してから縫合して結び目を作り、または、それ以外の方法で縛り付
けられ、或いは、これに代わる例として、スロット１４４１に通してループ状にされてか
らバインダー自身に固定され（例えば、クラスプを利用して）、バインダー３３０の近位
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端３３２をスロット１４４１の中から引出すことができないようにしてもよい。バインダ
ー３３０の近位端３３２を第２ウイング部材１４５０と結合させて、バインダー３３０に
張力を付与することができるようにする無数の異なる方法があることが、当業者なら分か
る。バインダー３３０は互いに隣接し合う棘突起の周囲に配置され、第２ウイング部材１
４５０に付随する捕獲装置１４２０によって、バインダー３３０の長尺部の一部（バイン
ダーの近位端から延びているバインダーの一部である、バインダーの長尺部）を第２ウイ
ング部材１４５０に固定することができる。
【００５１】
　図１３Ａおよび図１３Ｂの捕獲装置８２０は、スロット１４４１の反対側の第２ウイン
グ１４５０の第２端に配置されている。捕獲装置１４２０は図１０Ａおよび図１０Ｂを参
照しながら先に説明した捕獲装置１４２０と実質的に同じであってもよく、例えば、調節
自在な締め具によって互いに滑動自在に結合された２個の部材片を備えていてもよい。上
述のように、捕獲装置の固定された部材片１４２１は第２ウイング部材１４５０から張出
すことができる。固定された部材片１４２１には、流入斜路として機能することのできる
斜角面が設けられている。捕獲装置の滑動自在な部材片１４２７は固定された部材片１４
２１と滑動自在に結合されていてもよく（例えば、調節自在な締め具などにより）、更に
、同様に、固定された部材片１４２１の斜角面とは反対側に設置された斜角面が設けられ
ていてもよい。滑動自在な部材片１４２７が固定された部材片１４２１の斜角面に沿って
滑動すると、滑動自在な部材片１４２７の捕獲面１４９８と第２ウイング部材１４５０の
間の距離は増大または低減する。上述のように、滑動自在な部材片１４２７は、任意で、
滑動自在な部材片１４２７から延びているガイド１４１２を備えており、ガイド１４１２
が第２ウイング部材１４５０の一部に重畳するようにしてもよい。ガイド１４１２は、例
えば、捕獲面１４９８と第２ウイング部材１４５０の間の最大距離に大雑把に一致する距
離だけ延びていてもよいし、更に、捕獲面１４９８と第２ウイング部材１４５０の間にバ
インダー３３０が配置されていることを確実に実施するのを補佐することができるように
してもよい。
【００５２】
　医者はバインダー３３０を設置するにあたり、バインダー３３０を互いに隣接し合う棘
突起の間に配置し、滑動自在な部材片１４２７と第２ウイング部材１４５０の間にバイン
ダー３３０を通すことができる。次に、医者は締め具１４２２を調節することで、捕獲面
１４９８と第２ウイング部材１４５０の間の距離を低減させて、捕獲面１４９８と第２ウ
イング部材１４５０の間にバインダー３３０を挟み、バインダー３３０の固定端を定める
ことができる。或る実施形態では、捕獲面１４９８と第２ウイング部材１４５０のうちの
一方または両方に、バインダー３３０が増大する張力に晒された場合に（例えば、湾屈中
に）バインダー３３０が更に滑動するのを阻止するような肌理を設けるようにしてもよい
。
【００５３】
　移植片１４００には、主要本体部１０１の第１ウイング部材１０８と選択的に接続する
ことができるバインダー整列装置１４７０が更に設けられている。バインダー整列装置１
４７０は、バインダー整列装置１４７０を第１ウイング部材１０８のロックピン穴１０４
に締め付けることにより、第１ウイング部材１０８に接続される。このような実施形態で
は、バインダー整列装置１４７０の穴１４７１の中でバインダー整列装置１４７０を第１
第１ウイング部材１０８と接続するために締め具１４５５が使用される場合は、ロックピ
ン穴１０４にネジが切られるか、そうでなければ、それ以外の方法で締め具１４５５を受
容するようになっているのが好ましい。従って、ロックピン穴１０４は挿入器具（図示せ
ず）のロックピンを滑動自在に（かつ、一時的に）受容する穴として機能するようになっ
ていることで、主要本体部１０１の挿入と設置を容易にすることができ、また、締め具１
４５５を固定的に受容する機能を有するようにされて、バインダー整列装置１４７０を設
置することができる。バインダー整列装置１４７０には、任意で、主要本体部１０１の整
列穴１９２に対応するピン１４７４が設けられており、主要本体部１０１にバインダー整
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列装置１４７０を更に固定し、主要本体部１０１に対するバインダー整列装置１４７０の
望ましくない移動を制限するようにしてもよい。
【００５４】
　バインダー整列装置１４７０はそこを起点に張出しているガイド１４７２が設けられて
おり、前後方向にバインダー３３０が移動するのを制限または阻止している。図１３Ａに
例示されているように、ガイド１４７２にはループが設けられていてもよく、または、そ
の代替例として、何かそれ以外の、閉鎖型であれ非閉鎖型であれ、バインダー３３０の移
動を制限または阻止する構造体が設けられていてもよい。このような構造体はバインダー
３３０と主要本体部１０１の間の望ましくない相対運動を防止することができ、それに加
えて、バインダー３３０の適切な設置を支援することにより、移植処置中にバインダー３
３０を容易に位置決めすることができるようにする。
【００５５】
　他の実施形態では、図１３Ａ及び図１３Ｂの捕獲装置が、他の或る形状、形態及び機構
を有してもよく、かかる捕獲装置は、依然として本発明の意図した範囲に含まれる。例え
ば、図１４を参照すると、他の実施形態では、フランジ１５１４が、第２のウイング１５
５０から延びてもよく、回転可能なカム１５２１が、このフランジから延びて結合具３３
０を第２のウイング１５５０とカム１５２１との間に捕捉することができるようになって
いる。かかる捕獲装置は、図３Ｃ及び図３Ｂを参照して上述したような捕獲装置１５２０
に似ていてもよい。図１５を参照すると、更に別の実施形態では、ばね押しカム１６２１
が、フランジ１５１４から延びていて、結合具３３０を第２のウイング１５５０とばね押
しカム１６２１との間に捕捉することができるようになっている。かかる捕獲装置は、図
３Ｃ及び図３Ｄを参照して上述したような捕獲装置１５２０に似ていてもよい。本発明の
更に別の実施形態では、他の或る機構を、第２のウイング１５５０と関連していて、例え
ば本明細書において別なふうに説明したように一本の結合具３３０を固定する捕獲装置及
び他の自明な変形例として用いることができる。当業者であれば、結合具３３０を第２の
ウイング１４５０に固定する多種多様な機構を思い付くことができよう。
【００５６】
　本発明のシステムは、上述したような捕獲装置１４２０を含む第２のウイング１４５０
及びオプションとしての結合具アライナ１４７０を有するのがよい。このシステムを図１
を参照して上述したような第２のウイング１５０に代えて本体１０１に用いることができ
る。変形例として、このシステムを用いて例えば既存の第２のウイング１５０を取り外し
、第２のウイング１５０に代えてこのシステムを用いることにより患者の体内に先に植え
込まれた本体１０１を改造し、それにより屈曲並びに伸展を一段と制限してもよいが、こ
のようにするかどうかは任意である。かかるシステムは、医師が患者の要望に応じてイン
プラントを構成し又は再構成することができるようにすることにより医師に融通性をもた
らすことができる。さらに、かかるシステムは、種々の手技及び種々の治療目的に対応す
るよう製造するのが必要な種々のコンポーネントを減少させることによりコストを軽減す
ることができる。
【００５７】
　図１３Ａ～図１５を参照して上述したような本発明の実施形態に従ってインプラント１
４００を外科的に植え込む方法が、図１６にブロック図として示されている。この方法で
は、切開部を標的運動セグメントのところに形成し、切開部を拡大して標的運動セグメン
トに接近するのがよい（ステップ２００）。次に、標的とした隣接の棘突起相互間の棘間
靱帯を伸延させるのに、棘間靱帯を伸延ガイド１０６で穴あけし又は変位させ（ステップ
２０２）、インプラント１４００を隣接の棘突起相互間に押し込む（ステップ２０４）の
がよい。棘間靱帯を変位させると、スペーサ１０２を棘突起相互間に位置決めしてスペー
サ１０２が棘突起相互間の好ましい位置を取るよう回転することができるようにするのが
よい（ステップ２０６）。インプラント１４００をいったん位置決めすると、第２のウイ
ング１４５０を伸延ガイド１０６に固定的に連結するのがよい（ステップ２０８）。第２
のウイング１４５０と関連した結合具３３０を隣接の運動セグメントの棘間靱帯相互間に



(18) JP 4667465 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

通して標的とした隣接の棘突起を結合具３３０により形成されたループ内に納めるように
するのがよい（ステップ２１０）。次に、医師は、結合具３３０を捕獲装置１４２０の捕
捉面１４９８と第２のウイング１４５０との間に通すのがよい（ステップ２１２）。結合
具３３０の所望の張力がいったん加えられると（ステップ２１４）、医師は、捕獲装置１
４２０の締結具１４２２を調節して結合具３３０を捕捉面１４９８と第２のウイング１４
５０との間に固定するようにするのがよい（ステップ２１６）。次に、切開部を閉じるの
がよい（ステップ２１８）。
【００５８】
　　　　　　　　　　　本発明のインプラントに用いられる材料
　幾つかの実施形態では、インプラントを医用金属、例えばチタン、ステンレス鋼、コバ
ルトクロム及びその合金、又は、これらとほぼ同じ高い強度及び生体適合性を備えた他の
適当なインプラント材料で作るのがよい。加うるに、インプラントを、少なくとも部分的
に、形状記憶金属、例えばチタンとニッケルの組合せから成る金属であるニチノールで作
るのがよい。かかる材料は、典型的には、放射線不透過性であり、ｘ線画像化及び他形式
の画像化中に見える。本発明のインプラント及び（又は）その部分部分は又、幾分軟質且
つ（或いは）撓曲可能な材料で作られてもよい。これら実施形態では、インプラント及び
（又は）その部分部分を全体として又は部分的に医用生体適合性ポリマー、コポリマー、
ポリマーの配合物、及びポリマーの複合材で作ってもよい。コポリマーは、２種類以上の
モノマーに由来するポリマーである。ポリマー複合材は、２種類又は３種類以上の材料の
不均質組合せ物であり、その成分は、混和性ではなく、従って、相互の間にインターフェ
イスを呈する。ポリマー配合物は、互いに異なる２種類又は３種類以上の肉眼的に均質の
混合物である。多くのポリマー、コポリマー、ポリマーの配合物、及びポリマーの複合材
は、放射線透過性であり、ｘ線又は他の形式の画像化中には見えない。かかる材料から成
るインプラントでは、全体が放射線不透過性材料から成るインプラントの場合よりも、画
像化対象の脊椎について医師による見えにくさの度合いは低いものとすることができる。
しかしながら、インプラントは、放射線透過性材料から成る必要はない。
【００５９】
　生体適合性ポリマーの一群は、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）及びポリエー
テルケトンケトン（ＰＥＫＫ）を含む幾つかの要素を有するポリアリルエーテルケトン（
polyaryletherketone）群である。ＰＥＥＫは、インプラント用の耐久性材料であること
が確証されており、かかるＰＥＥＫは、生体適合性の基準を満たす。医用ＰＥＥＫは、英
国ランカシャー所在のビクトレックス・コーポレイション（Victrex Corporation）からP
EEK-OPTIMAという製品名で市販されている。医用ＰＥＫＫは、オクッスフォード・パーフ
ォーマンス・マテリアルズ（Oxford Performance Materials）社から“OXPEKK”という名
称で市販され、又、クアーズテック（CoorsTek）社からBioPEKKという名称で市販されて
いる。これら医用材料は、強化ポリマー樹脂としても利用でき、かかる強化樹脂は、更に
大きな材料強度を示す。一実施形態では、インプラントを“PEEK 450G”から作るのがよ
く、このPEEK 450Gは、医用植え込み用として認可されたビクトレックス（Victrex）社か
ら入手できる無充填ＰＥＥＫである。この材料の他の入手源としては、インディアナ州パ
ノリ所在のガーダ（Gharda）社である。PEEK 450Gは、以下のおおよその特性を有してい
る。
【００６０】
　　〔表１〕
　性質　　　　　　　　　値　　　　　　
　密度　　　　　　　　　１．３ｇ／ｃｃ
　ロックウェルＭ　　　９９
　ロックウェルＲ　　１２６
　引張強度　　　　　　９７ＭＰａ
　ヤング率　　　　　　　３．５ＧＰａ
　曲げ弾性率　　　　　　４．１ＧＰａ　
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PEEK 450Gは、適当な物理的及び機械的性質を有し、このPEEK 450Gは、物理的荷重を隣り
合う棘突起相互間で伝達すると共に拡散させるのに適している。インプラント及び（又は
）その部分部分は、押出法、射出法、圧縮成形法及び（又は）機械加工技術で形成できる
。
【００６１】
　注目されるべきこととして、選択した材料は、充填剤入りであってもよい。充填剤をポ
リマー、コポリマー、ポリマー配合物又はポリマー複合材に添加すると、ポリマー材料を
強化することができる。充填剤を添加すると、例えば機械的性質、光学的性質及び熱的性
質のような性質が改変される。例えば、炭素繊維を添加すると、ポリマーを機械的に強化
して或る特定の用途、例えば荷重支持器具のために強度を高めることができる。幾つかの
実施形態では、他の等級のＰＥＥＫ、例えば３０％ガラス繊維入り又は３０％炭素入り等
級のＰＥＥＫが利用でき、これらＰＥＥＫを本発明のインプラントに使用することが計画
される。ただし、かかる材料がＦＤＡ又は他の規制機関により植え込み型器具に使用でき
ることが許可されていることを条件とする。ガラス繊維入りＰＥＥＫは、膨張速度を減少
させ、ＰＥＥＫの曲げ弾性率を無充填ＰＥＥＫに対して増大させる。その結果得られた製
品は、強度、剛性又は安定性の向上にとって理想的であることが知られている。炭素入り
ＰＥＥＫは、向上した圧縮強度及び剛性並びに無充填ＰＥＥＫに対して低い膨張速度を有
することが知られている。炭素入りＰＥＥＫは又、耐摩耗性及び耐力をもたらす。
【００６２】
　理解されるように、疲労に強く、良好な形状記憶特性を有し、軟質であると共に（或い
は）変形可能であり、吸湿性が非常に低く、耐摩耗性及び（又は）耐研磨性が良好である
生体適合性がほぼ同程度の他の適当な熱可塑性又は熱可塑性縮合重合体を本発明の範囲か
ら逸脱しないで用いることができる。上述したように、インプラントは、ポリエーテルケ
トンケトン（ＰＥＫＫ）で構成されるのがよい。使用できる他の材料としては、ポリエー
テルケトン（ＰＥＫ）、ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン（ＰＥＫＥＫＫ）、ポ
リエーテルエーテルケトンケトン（ＰＥＥＫＫ）、及び一般にポリアリルエーテルエーテ
ルケトンが挙げられる。さらに、他のポリケトンを他の熱可塑性樹脂と共に使用できる。
インプラントに使用できる適当なポリマーについては次の特許文献を参照するのがよく、
かかる特許文献の全てを参照により引用し、これらの記載内容を本明細書の一部とする。
これら特許文献としては、２００２年１月１０日に公開された国際公開第０２／０２１５
８号パンフレット（発明の名称：Bio-Compatible Polymeric Materials）、２００２年１
月３日に公開された国際公開第０２／００２７５号パンフレット（発明の名称：Bio-Comp
atible Polymeric Materials）、及び２００２年１月３日に公開された国際公開第０２／
００２７０号パンフレット（発明の名称：Bio-Compatible Polymeric Materials）が挙げ
られる。他の材料、例えば、カリフォルニア州バークレー所在のポリマー・テクノロジー
・グループ（Polymer Technology Group）社から入手できるポリカーボネートウレタンで
あるBionate（登録商標）も又、良好な酸化安定度、生体適合性、機械的強度及び耐研磨
性に鑑みて適している場合がある。他の熱可塑性材料及び他の高分子量ポリマーを使用す
ることができる。
【００６３】
　上述したように、結合具を生体適合性材料で作るのがよい。一実施形態では、結合具を
編組ポリエステル縫合材料で作るのがよい。編組ポリエステル縫合材料としては、例えば
、エシボンド（Ethibond）、エシフレックス（Ethiflex）、メルシレン（Mersilene）、
及びダクロン（Dacron）が挙げられ、これら編組ポリエステル縫合材料は、非吸収性であ
り、引張強度が高く、組織反応性が低く且つ取扱い性が高い。他の実施形態では、結合具
をステンレス鋼（即ち、外科用スチール）で作ることができ、かかるステンレス鋼を例え
ばテザーの状態に編組し又はストラップの状態に織成するのがよい。さらに別の実施形態
では、結合具は、性質がほぼ同じ他の或る材料（又は材料の組合せ）で作ってもよい。
【００６４】
　本発明の上記説明は、例示及び説明の目的のために与えられている。かかる説明は、網
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羅的ではなく又は本発明を開示した形態そのものに限定するものではない。当業者には多
くの改造例及び変形例が明らかであろう。本発明の原理及びその実際の用途を最もよく説
明し、それにより他者としての当業者が考えられる特定の用途に合った種々の実施形態及
び種々の改造を施して本発明を理解できるようにするために実施形態を選択して説明した
。本発明の範囲は、特許請求の範囲の記載及びその均等範囲に基づいて定められる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】脊髄の伸展中に互いに隣接し合う棘突起の相対運動を制限または阻止することが
できる棘突起間移植片の斜視図である。
【図２Ａ】図１の移植片が互いに隣接し合う棘突起間に設置されているのを例示した背面
図。
【図２Ｂ】図１および図２Ａの棘突起間移植片のスペーサーが棘突起間に設置されている
のを例示した断面側面図である。
【図２Ｃ】脊髄の湾屈中の図２Ｂのスペーサーを得理事した断面図である。
【図３Ａ】本発明による移植片の実施形態が伸延ガイド、スペーサー、ブレース、および
、ブレースに付随するとともに捕獲装置によって適所に固定することができるバインダー
を備えているのを例示した側面図である。
【図３Ｂ】本発明による移植片の代替の実施形態が捕獲装置の突出部を受容する陥凹部を
設けたブレースを備えているのを例示した側面図である。
【図３Ｃ】本発明による移植片のまた別な実施形態がバインダーをブレース壁に押圧固定
するバネ装填型カムを設けた捕獲装置を備えているのを例示した側面図である。
【図３Ｄ】本発明による移植片のまた別な実施形態がバインダーを適所に固定する２重バ
ネ装填型カムを設けた捕獲装置を備えているのを例示した側面図である。
【図４Ａ】図３Ａの移植片が互いに隣接し合う棘突起間に設置されているのを例示した端
面図である。
【図４Ｂ】図３Ａの移植片が互いに隣接し合う棘突起間に設置されているのを例示した端
面図である。
【図４Ｃ】図３Ａの移植片が互いに隣接し合う棘突起間に設置されており、棘突起がバイ
ンダーを受容するように外科手術により矯正されているのを例示した端面図である。
【図５】本発明による移植片の代替の実施形態のバインダーがその長尺部に沿って形状が
変動しているのを例示した端面図である。
【図６Ａ】図５の移植片が互いに隣接し合う棘突起間に設置されているのを例示した端面
図である。
【図６Ｂ】図６Ａの移植片を例示した、図６Ａの反対側の端面図である。
【図６Ｃ】本発明による移植片のまた別な実施形態がバインダーのコードを備えているの
を例示した端面図である。
【図７Ａ】本発明による移植片の実施形態が伸延ガイドに付随するウイング部材を備えて
おり、移植片の運動を更に制限または阻止するようにしているのを例示した側面図である
。
【図７Ｂ】本発明による移植片の代替の実施形態が伸延ガイドに付随する拡張可能なウイ
ング部材を備えており、拡張可能なウイング部材が後退位置にあるのを例示した部分断面
側面図である。
【図７Ｃ】図７Ｂの移植片で、拡張可能なウイング部材が伸張位置にあるのを例示した部
分断面側面図である。
【図７Ｄ】本発明による移植片のまた別な実施形態が伸延ガイドに付随するバネ装填型ウ
イング部材を備えており、ウイング部材が伸張位置にあるのを例示した部分断面側面図で
ある。
【図７Ｅ】図７Ｄの移植片で、バネ装填型ウイング部材が折畳み位置にあるのを例示した
部分断面側面図である。
【図８】本発明の実施形態による２個の移植片が互いに隣接し合う椎体の棘突起間に設置



(21) JP 4667465 B2 2011.4.13

10

20

30

され、移植片の一方のバインダーが互いに隣接し合う棘突起の周囲に配置されているのを
例示した頂面図である。
【図９Ａ】本発明による移植片のまた別な実施形態が伸延ガイド、スペーサー、ブレース
、および、ブレースに付随するとともに捕獲装置によって適所に固定することができるバ
インダーを備えているのを例示した斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ａの移植片で、捕獲装置の配置が、捕獲装置とブレースの間にバインダー
を固定するように設定されているのを例示した斜視図である。
【図９Ｃ】図９Ａおよび図９Ｂの移植片の側面図である。
【００６６】
【図１０Ａ】バインダーが図９Ａと図９Ｂの移植片の捕獲装置の内側に緩く設置されてい
るのを例示した断面頂面図である。
【図１０Ｂ】バインダーが図９Ａと図９Ｂの移植片の捕獲装置によってブレースに固定さ
れているのを例示した断面頂面図である。
【図１０Ｃ】バインダーが図９Ａと図９Ｂの移植片の捕獲装置の代替の実施形態の内側に
緩く設置されているのを例示した断面頂面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｃのバインダーおよび捕獲装置で、バインダーがブレースに固定され
ているのを例示した断面頂面図である。
【図１１】図９Ａおよび図９Ｂの移植片が互いに隣接し合う棘突起間に設置されているの
を例示した端面図である。
【図１２】図９Ａから図１１の移植片を互いに隣接し合う棘突起間に設置する方法を例示
したブロック図である。
【図１３Ａ】本発明による移植片のまた別な実施形態が伸延ガイド、スペーサー、第１ウ
イング部材、および、捕獲装置を設けた第２ウイング部材を備えているのを例示した斜視
図である。
【図１３Ｂ】本発明による図１３Ａの移植片が伸延ガイド、スペーサー、第１ウイング部
材、捕獲装置を設けた第２ウイング部材を備えているのを例示した斜視図である。
【図１４】本発明による移植片のまた別な実施形態が伸延ガイド、スペーサー、第１ウイ
ング部材、および、捕獲装置を設けた第２ウイング部材を備えているのを例示した斜視図
である。
【図１５】本発明による移植片のまた別な実施形態が伸延ガイド、スペーサー、第１ウイ
ング部材、および、捕獲装置を設けた第２ウイング部材を備えているのを例示した斜視図
である。
【図１６】図１３Ａから図１５の移植片を互いに隣接し合う棘突起間に設置する方法を例
示したブロック図である。
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